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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
、
静
脈
産
業
と
連
携
し
つ
つ
、
製
品
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
全
体
を
通
じ
た
環
境
配
慮
の
推
進
や

再
生
部
品
及
び
再
生
資
源
の
利
用
拡
大
に
向
け
た
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
拡
大
生
産
者
責
任
の
趣
旨
に
則
っ
て
、
動
脈

産
業
に
お
け
る
資
源
循
環
と
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
に
関
す
る
施
策
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
。 

 

二
、
高
度
再
資
源
化
事
業
計
画
等
の
認
定
を
行
う
際
は
、
地
域
住
民
や
地
方
公
共
団
体
等
の
意
見
を
踏
ま
え
、
地
域
の
生
活
環

境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
慎
重
に
判
断
を
行
う
こ
と
。 

 

三
、
認
定
高
度
再
資
源
化
事
業
者
等
が
本
法
及
び
廃
棄
物
処
理
法
等
に
違
反
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
国
が
責
任
を
持
っ
て
当
該



 

認
定
高
度
再
資
源
化
事
業
者
等
に
対
す
る
十
分
な
監
視
、
監
督
に
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
認
定
高
度
再
資
源
化
事
業
者
等

に
よ
る
不
適
正
な
処
理
が
行
わ
れ
地
方
公
共
団
体
に
新
た
な
人
的
及
び
財
政
的
負
担
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
国
が
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

四
、
廃
棄
物
処
分
業
者
が
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
財
政
上
の
措
置
を
含
め
た
必
要
な
支
援
を
行
う

こ
と
。 

 

五
、
質
及
び
量
の
両
面
に
お
い
て
資
源
循
環
を
進
め
る
た
め
、
両
輪
の
関
係
に
あ
る
動
脈
産
業
と
静
脈
産
業
が
情
報
の
共
有
や

連
携
を
図
る
こ
と
。
特
に
、
部
品
又
は
原
材
料
そ
の
他
の
製
品
の
一
部
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
再
資
源
化
さ
れ
た
も
の
の

利
用
を
拡
大
す
る
た
め
、
電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
再
資
源
化
情
報
を
付
加
し
、
静
脈
資
源
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築

な
ど
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
静
脈
産
業
に
お
い
て
は
、
現
場
作
業
に
従
事
す
る
者
の
労
働
環
境
の
改
善
及
び
法

令
順
守
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
関
係
省
庁
は
有
機
的
な
政
策
連
携
を
図
る
こ
と
。
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
の
担
い
手
と

な
る
人
材
の
確
保
及
び
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
静
脈
産
業
全
体
の
底
上
げ
に
努
め
る
こ
と
。 



 

六
、
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
加
え
、
社
会
全
体
で
の
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
、
製
品
の
再
使
用
及
び
分
別
排
出
等
の
取
組

の
一
層
の
推
進
を
図
る
こ
と
。
特
に
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
汚
染
に
関
す
る
条
約
策
定
等
を
始
め
と
す
る
国
際
的
な
動
向
も
踏
ま

え
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
等
の
高
度
な
資
源
循
環
等
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 

七
、
制
定
後
、
相
当
な
期
間
が
経
過
し
て
い
る
環
境
基
本
法
及
び
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
に
つ
い
て
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
や
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
な
ど
の
国
際
的
な
環
境
政
策
並
び
に
最
近
の
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
法
制
の
展
開
を

踏
ま
え
て
、
そ
の
見
直
し
を
含
め
必
要
な
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 

 


